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内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金（４月分　第１～７
回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

26,187,500 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成27年6月4日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金（東日本大震災
４月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

1,154,600,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成27年6月4日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金（５月分　第８回
～１５回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

19,500,000 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成27年7月27日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金（東日本大震災
５月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

1,118,900,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成27年7月29日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再健
支援金補助金　（６月分　第１６
回～２２回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

19,375,000 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成27年8月21日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金（東日本大震災
６月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

1,164,100,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成27年8月21日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（７月分　第２３
～３０回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

21,875,000 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成27年11月6日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（８月分　第３１
～３６回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

28,375,000 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成27年11月6日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（東日本大震災
７月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

1,086,700,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成27年11月6日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（東日本大震災
８月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

1,124,400,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成27年11月6日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（９月分　第３７
～４２回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

22,125,000 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成27年11月9日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（東日本大震災
９月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

725,800,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成27年11月10日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度被災者生活再建支
援金補助金　（１０月分　第４３
～５１回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

33,687,500 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成27年11月27日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（東日本大震災
１０月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

922,300,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成27年11月30日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（１１月分　第５
２～５６回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

18,437,500 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成28年1月4日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（１１月分　第５
７回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

365,562,500 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成28年1月4日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（東日本大震災
１１月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

885,300,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成28年1月4日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

公益法人に対する補助金等の見直しの状況

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

様式５
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国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（１２月分　第５
８～５９回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

19,812,500 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成28年2月8日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（東日本大震災
１２月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

812,000,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成28年2月8日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
Ｈ２７年度　被災者生活再建支
援金補助金　（１月分　第６１～
６４回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

19,187,500 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成28年2月26日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
Ｈ２７年度　被災者生活再建支
援金補助金　（東日本大震災
２）　１月分

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

200,000,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成28年2月26日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
Ｈ２７年度　被災者生活再建支
援金補助金　（東日本大震災
１）　１月分

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

605,900,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成28年2月26日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（東日本大震災
２月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

928,600,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成28年3月28日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（１２月分　第６
０回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

282,500,000 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成28年3月31日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金（３月分第７６回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

58,687,500 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成28年3月31日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（２月分　第７０
回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

131,812,500 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成28年3月31日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金　（１月分　第６５
回）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

219,375,000 一般会計 被災者生活再建支援金補助金 平成28年3月31日 公財 国認定
被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

内閣府
平成２７年度　被災者生活再建
支援金補助金（東日本大震災
３月分）

公益財団法人都道府県会館
法人番号2010005003854

787,200,000
東日本大震災復

興特別会計
被災者生活再建支援金補助金 平成28年3月31日 公財 国認定

被災者生活再建支援法第６条に基づき指定された被災者生活再建支援法人が災害
によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活の安定を目的として支給す
る支援金であり必要不可欠である。

有

総務省 電波遮へい対策事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

555,491,000 一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金
平成27年7月9日 公財 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい対策事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

186,633,000 一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金
平成27年7月15日 公財 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい対策事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

47,337,000 一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金
平成27年7月28日 公財 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい対策事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

10,746,000 一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金
平成27年7月30日 公財 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

総務省 電波遮へい対策事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

148,986,000 一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金
平成27年8月4日 公財 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい対策事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

1,053,442,000 一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金
平成27年8月17日 公財 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

371,417,000
（現額交付決定後の

額
初回交付決定額は

429,007,000）

一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金

平成28年1月20日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年8月17日）

公社 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

201,102,000
（現額交付決定後の

額
初回交付決定額は

224,756,000）

一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金

平成28年1月20日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年7月9日）

公社 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

290,735,000
（現額交付決定後の

額
初回交付決定額は

330,735,000）

一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金

平成28年1月22日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年7月9日）

公社 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

296,953,000
（現額交付決定後の

額
初回交付決定額は

319,994,000）

一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金

平成28年1月22日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年8月17日）

公社 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

475,048,000 一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金
平成28年2月18日 公社 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

総務省 電波遮へい事業
公益社団法人移動通信基盤整備協
会
2010005005066

236,218,000 一般会計
無線システム普及支援事業費等補

助金
平成28年2月23日 公社 国認定

高速道路トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所においても携
帯電話等が利用できるようにし、非常時等における通信手段の確保など、電波の適
正な利用を確保するため、国が移動通信用中継施設等の補助を行う必要がある。ま
た、２３年度から入札参加資格者の拡充に努めており、当該資格者数は増加してい
る。今後も入札の透明性、公平性、競争性を促進することにより、より効率的・効果的
な支出とする。

有

法務省
人権関係情報提供活動等の委
託等

公益財団法人人権教育啓発推進セ
ンター
法人番号7010405010487

63,269,000 一般会計 人権啓発活動等委託費 平成27年5月11日 公財 国認定

　本委託費は，人権啓発活動中央委託要綱（平成９年４月法務大臣決定）に基づき，
公益財団法人人権教育啓発推進センター（以下「人権センター」という。）に対して，人
権に関する啓発教材の作成，人権に関する情報・資料の収集提供，人権に関する講
演会などの啓発事業を「人権啓発活動中央委託事業」として委託し実施するものであ
る。その目的は，人権センターが人権啓発活動におけるナショナルセンターとしての
役割等を発揮し，全国的な視点から一定水準の人権尊重思想の普及を確保すること
であるため，本件委託は継続して実施する必要がある。
　本委託費については，委託先である人権センターにおいて，一般競争入札の積極
的な実施や，第三者評価委員会による事業評価の検証結果を踏まえた事業の見直し
などにより，効率的・効果的に事業を実施し，経費を削減している。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

法務省
人権関係情報提供活動等の委
託等

公益財団法人人権教育啓発推進セ
ンター
法人番号7010405010487

41,984,000 一般会計 人権啓発活動等補助金 平成27年5月14日 公財 国認定

　本補助金は，人権啓発活動等補助金交付要綱（平成９年４月法務大臣決定）に基づ
き，公益財団法人人権教育啓発推進センター（以下「人権センター」という。）の運営
及び同法人が行う人権啓発事業に要する経費を補助するものである。その目的は，
人権センターが人権啓発活動におけるナショナルセンターとしての役割等を発揮し，
積極的に人権教育・啓発活動を推進することにより，国民の人権意識の普及高揚を
図ることであるため，本件補助金は継続して実施する必要がある。
　補助金の交付先である人権センターにおいては，会議の実施方法等について見直
しを行い，経費の節減を図るとともに，第三者評価委員会による事業評価を行い，そ
の検証結果を踏まえて事業を実施するなど，効率的・効果的に事業を実施している。

有

法務省
人権関係情報提供活動等の委
託等

公益財団法人人権教育啓発推進セ
ンター
法人番号7010405010487

50,071,000 一般会計 人権啓発活動等委託費 平成27年7月17日 公財 国認定

　本委託費は，人権啓発活動中央委託要綱（平成９年４月法務大臣決定）に基づき，
公益財団法人人権教育啓発推進センター（以下「人権センター」という。）に対して，人
権に関する啓発教材の作成，人権に関する情報・資料の収集提供，人権に関する講
演会などの啓発事業を「人権啓発活動中央委託事業」として委託し実施するものであ
る。その目的は，人権センターが人権啓発活動におけるナショナルセンターとしての
役割等を発揮し，全国的な視点から一定水準の人権尊重思想の普及を確保すること
であるため，本件委託は継続して実施する必要がある。
　本委託費については，委託先である人権センターにおいて，一般競争入札の積極
的な実施や，第三者評価委員会による事業評価の検証結果を踏まえた事業の見直し
などにより，効率的・効果的に事業を実施し，経費を削減している。

有

法務省
人権関係情報提供活動等の委
託等

公益財団法人人権教育啓発推進セ
ンター
法人番号7010405010487

150,228,000 一般会計 人権啓発活動等委託費 平成27年10月14日 公財 国認定

　本委託費は，人権啓発活動中央委託要綱（平成９年４月法務大臣決定）に基づき，
公益財団法人人権教育啓発推進センター（以下「人権センター」という。）に対して，人
権に関する啓発教材の作成，人権に関する情報・資料の収集提供，人権に関する講
演会などの啓発事業を「人権啓発活動中央委託事業」として委託し実施するものであ
る。その目的は，人権センターが人権啓発活動におけるナショナルセンターとしての
役割等を発揮し，全国的な視点から一定水準の人権尊重思想の普及を確保すること
であるため，本件委託は継続して実施する必要がある。
　本委託費については，委託先である人権センターにおいて，一般競争入札の積極
的な実施や，第三者評価委員会による事業評価の検証結果を踏まえた事業の見直し
などにより，効率的・効果的に事業を実施し，経費を削減している。

有

外務省 「難民等救援」業務委嘱
公益財団法人アジア福祉教育財団
7010405010413

446,183,000 一般会計
（目）政府開発援助難民等救援業

務委託費
平成27年4月1日 公財 国認定

企画競争を実施，企画競争審査員を外部有識者に依頼する等審査の透明性を高め
ている。

有

外務省 「難民等定住支援」業務委嘱
公益財団法人アジア福祉教育財団
7010405010413

190,580,000 一般会計
（目）政府開発援助難民等救援業

務委託費
平成27年4月1日 公財 国認定

企画競争を実施，企画競争審査員を外部有識者に依頼する等審査の透明性を高め
ている。

有

外務省 啓発宣伝事業等委託費
公益財団法人　フォーリン・プレスセ
ンター
7010005016604

278,419,000 一般会計 （目）啓発宣伝事業等委託費 平成27年4月10日 公財 国認定
これまでの経験を踏まえ，より効果的な招へい・プレスツアー等事業の企画，取材協
力を行い，今後とも高い事業効果が得られるよう努力する。

有

外務省 国際友好団体補助金
公益財団法人交流協会
8010405010370

1,383,036,000 一般会計 （目）国際友好団体補助金 平成27年4月1日 公財 国認定
公益財団法人交流協会は，台湾在留邦人等に対する便宜供与，並びに日台間の民
間の貿易及び経済，技術交流等が支障なく維持・遂行されるよう必要な調査，適切な
措置を講ずること等を行っており，右事業は同法人以外実施できない。

有

外務省 北方領土対策事業補助金
公益社団法人北方領土復帰期成同
盟
7430005000879

36,003,000 一般会計 （目）北方領土対策事業費補助金 平成27年4月20日 公社 国認定
北方領土復帰期成同盟補助金交付要綱により引き続き適正な手続きを行う。（事業
内容の精査等）

有

外務省 外交・安全保障調査研究事業費
公益財団法人　世界平和研究所
5010405009465

49,769,760 一般会計
（目）外交・安全保障調査研究事業

費補助金
平成27年5月20日 公財 国認定

企画審査を行った審査・評価委員会による活動内容の評価を行うなどして透明性を
確保している。

無

外務省 外交・安全保障調査研究事業費
公益財団法人　日本国際問題研究
所
2010005018803

98,916,309 一般会計
（目）外交・安全保障調査研究事業

費補助金
平成27年4月16日 公財 国認定

企画審査を行った審査・評価委員会による活動内容の中間評価を行うなどして透明
性を確保している。

有

外務省 外交・安全保障調査研究事業費
公益財団法人　日本国際問題研究
所
2010005018803

98,996,346 一般会計
（目）外交・安全保障調査研究事業

費補助金
平成27年4月16日 公財 国認定

企画審査を行った審査・評価委員会による活動内容の中間評価を行うなどして透明
性を確保している。

有

外務省 外交・安全保障調査研究事業費
公益財団法人　日本国際問題研究
所
2010005018803

98,684,548 一般会計
（目）外交・安全保障調査研究事業

費補助金
平成27年4月16日 公財 国認定

企画審査を行った審査・評価委員会による活動内容の中間評価を行うなどして透明
性を確保している。

有

外務省 外交・安全保障調査研究事業費
公益財団法人　日本国際問題研究
所
2010005018803

49,733,417 一般会計
（目）外交・安全保障調査研究事業

費補助金
平成27年4月16日 公財 国認定

企画審査を行った審査・評価委員会による活動内容の中間評価を行うなどして透明
性を確保している。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

外務省 外交・安全保障調査研究事業費
公益財団法人　日本国際問題研究
所
2010005018803

49,984,113 一般会計
（目）外交・安全保障調査研究事業

費補助金
平成27年5月29日 公財 国認定

企画審査を行った審査・評価委員会による活動内容の評価を行うなどして透明性を
確保している。

有

外務省 外交・安全保障調査研究事業費
公益財団法人　日本国際問題研究
所
2010005018803

49,991,788 一般会計
（目）外交・安全保障調査研究事業

費補助金
平成27年5月29日 公財 国認定

企画審査を行った審査・評価委員会による活動内容の評価を行うなどして透明性を
確保している。

無

外務省 日韓学術文化青少年交流基金拠
公益財団法人日韓文化交流基金
9010405010428

132,193,000 一般会計 （目）経済協力国際機関等拠出金 平成27年7月6日 公財 国認定
韓国側との共同事業体の日本側基金であるため，他の機関が請け負うことは困難。
また，毎年事業内容を精査，検討した上，見直しを図ったいる。平成２７年度において
も縮減している。

有

文部科学省
地域イノベーション戦略支援プ
ログラム（国際競争力強化地
域）

公益財団法人九州先端科学技術研
究所
法人番号7290005000844

12,787,000 一般会計
（目）地域産学官連携科学技術振

興事業費補助金
平成27年4月9日 公財 国認定

本事業は、5カ年の複数年事業を前提に公募を行い、外部有識者により構成される審
査委員会での審査を経て事業者を選定のうえ実施しているものである。
なお、事業開始3年度目に当たる平成26年度に外部有識者による中間評価が実施さ
れ、継続すべき事業として承認されたことから、当初の計画通りに平成27年度以降も
事業を継続するとともに、効率的な執行となるよう努めているところである。
また、平成29年度には終了評価を実施する予定であり、現段階で特段見直しを要す
る内容はないと判断している。

有

文部科学省
地域イノベーション戦略支援プ
ログラム（国際競争力強化地
域）

公益財団法人関西文化学術研究都
市推進機構
法人番号2130005012793

39,404,000 一般会計
（目）地域産学官連携科学技術振

興事業費補助金
平成27年4月9日 公財 国認定 平成27年度限りの事業 有

文部科学省
特定先端大型研究施設利用促
進交付金事業

公益財団法人高輝度光科学研究セ
ンター
法人番号3140005020349

1,380,603,000 一般会計
（目）特定先端大型研究施設利用

促進交付金
平成27年4月9日 公財 国認定

本事業は、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づき、特定放
射光施設（大型放射光施設（SPring-8）及びX線自由電子レーザー施設（SACLA））の
利用促進業務を行う「登録施設利用促進機関」に登録されている公益財団法人高輝
度光科学研究センターに対して、事業の実施に必要な経費を交付しているものであ
る。
本事業の交付先については、上記法律に定められた要件を満たし「登録施設利用促
進機関」に登録された者の中から選定する制度となっており、公益法人に限定されて
おらず、公平性・透明性を確保しているところである。（なお、平成28年度当初までに
おいて、特定放射光施設の「登録施設利用促進機関」に登録されているのは同法人
のみとなっている。）
また、平成23年度以降、SPring-8及びSACLAの利用促進業務を一体的に行い、事業
の効果的・効率的な実施を図っていることから、現段階で特段見直しを要する内容は
ないと判断している。

有

文部科学省 文化財関係補助事業
公益財団法人徳川ミュージアム
法人番号7010905002281

30,659,000
（上記は増額交付決
定後の金額。当初交

付決定額は
18,059,000）

一般会計
（目）国宝重要文化財等保存整備

費補助金
平成27年4月9日 公財 国認定

本事業は、国指定等文化財の保存・伝承等に対して補助を実施するものであり、本事
業を実施できるのは、文化財保護法により指定された文化財の所有者等である。
また、本事業については、これまで不断に経費の精査を図ってきたところであり、今後
も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしており、現段階で
特段見直しを要する内容はないと判断している。

有

文部科学省 文化財関係補助事業
公益財団法人文化財建造物保存技
術協会
法人番号3011505001405

18,000,000 一般会計
（目）国宝重要文化財等保存整備

費補助金
平成27年4月9日 公財 国認定

本事業は、国指定等文化財の保存・伝承等に対して補助を実施するものであり、本事
業を実施できるのは、文化財保護法により指定された文化財の所有者等である。
また、本事業については、これまで不断に経費の精査を図ってきたところであり、今後
も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしており、現段階で
特段見直しを要する内容はないと判断している。

有

文部科学省 文化財関係補助事業
公益社団法人全国社寺等屋根工事
技術保存会
法人番号1130005012092

18,000,000 一般会計
（目）国宝重要文化財等保存整備

費補助金
平成27年4月9日 公社 国認定

本事業は、国指定等文化財の保存・伝承等に対して補助を実施するものであり、本事
業を実施できるのは、文化財保護法により指定された文化財の所有者等である。
また、本事業については、これまで不断に経費の精査を図ってきたところであり、今後
も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしており、現段階で
特段見直しを要する内容はないと判断している。

有

文部科学省 文化財関係補助事業
公益社団法人全国社寺等屋根工事
技術保存会
法人番号1130005012092

29,988,000 一般会計
（目）国宝重要文化財等保存整備

費補助金
平成27年4月9日 公社 国認定

本事業は、国指定等文化財の保存・伝承等に対して補助を実施するものであり、本事
業を実施できるのは、文化財保護法により指定された文化財の所有者等である。
また、本事業については、これまで不断に経費の精査を図ってきたところであり、今後
も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしており、現段階で
特段見直しを要する内容はないと判断している。

有

文部科学省 文化財関係補助事業
公益財団法人文楽協会
法人番号2120005015211

80,000,000 一般会計
（目）国宝重要文化財等保存整備

費補助金
平成27年4月9日 公財 国認定

本事業は、国指定等文化財の保存・伝承等に対して補助を実施するものであり、本事
業を実施できるのは、文化財保護法により指定された文化財の所有者等である。
また、本事業については、これまで不断に経費の精査を図ってきたところであり、今後
も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしており、現段階で
特段見直しを要する内容はないと判断している。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

文部科学省 文化財関係補助事業
公益財団法人元興寺文化財研究所
法人番号8150005000782

52,412,000 一般会計
（目）国宝重要文化財等保存整備

費補助金
平成27年4月9日 公財 国認定

本事業は、国指定等文化財の保存・伝承等に対して補助を実施するものであり、本事
業を実施できるのは、文化財保護法により指定された文化財の所有者等である。
また、本事業については、これまで不断に経費の精査を図ってきたところであり、今後
も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしており、現段階で
特段見直しを要する内容はないと判断している。

有

文部科学省 アイヌ文化振興等事業
公益財団法人アイヌ文化振興・研
究推進機構
法人番号1430005001164

205,743,000 一般会計
（目）アイヌ文化振興等事業費補助

金
平成27年4月9日 公財 国認定

本事業は、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発
に関する法律」に規定されたアイヌ文化の振興や継承者の育成等の業務を補助する
ものであり、事業の実施主体は同法律により公益財団法人アイヌ文化振興・研究推
進機構が指定されているところである。
なお、補助事業の額の確定においては、当法人に対する実地検査等を実施し、経費
の精査を行うことにより、効果的・効率的な支出となるよう牽制を図っているところであ
る。
今後も同様の取組を継続し、補助事業の適切な執行に努めることとしており、現段階
で特段改善を要するものはないと判断している。

有

文部科学省 日本オリンピック委員会補助
公益財団法人日本オリンピック委員
会
法人番号6011005003378

206,620,000 一般会計 （目）民間スポーツ振興費等補助金 平成27年4月14日 公財 国認定

本事業は、我が国のトップレベル競技者の育成・強化を図り、スポーツ振興に寄与す
ることを目的に設立された公益財団法人日本オリンピック委員会（以下「JOC」とい
う。）に対し、事業に必要な経費の一部を補助し、もって、我が国の国際競技力の向上
に寄与するものである。
各競技団体を統轄しトップアスリートの育成・強化を図り、日本選手団を組織しオリン
ピック等に派遣することができるのは、国際オリンピック委員会に承認された当法人
のみであることから、今後も継続して当法人に対して補助を行う必要がある。
なお、当補助金の交付に当たっては、スポーツ基本法第35条の定めにより、事前に中
央教育審議会スポーツ・青少年分科会に諮っており、事業の効果的・効率的な実施に
ついて外部有識者に審議していただいているところである。
また、従来より、事業の実施に当たっては、事業に直接必要な経費のみ計上されてい
るか証拠書類等を確認しながら審査するとともに、補助事業の額の確定においては、
実地検査等を実施し、経費の精査を行うことにより、効果的・効率的な支出となるよう
牽制を図っているところであるが、加えて、ＪＯＣ内での他の事業での不適切な執行管
理を踏まえ JOCに対して補助金適正化法および交付要綱等を遵守し、より一層透明
性・適正性ある執行管理に努めるよう周知徹底を図っていく。

有

文部科学省 日本武道館補助
公益財団法人日本武道館
法人番号8010005004194

61,935,000 一般会計 （目）民間スポーツ振興費等補助金 平成27年4月14日 公財 国認定

本事業は、我が国伝統の武道を国民、特に青少年の間に普及奨励するとともに、武
道の国際的普及振興を図り、国際友好親善に寄与することを目的に設立された公益
財団法人日本武道館に対し、事業に必要な経費の一部を補助するものである。
当法人は、我が国固有の文化である武道（各道、歴史）に精通しており、各武道団体
間の調整を図りながら、総合的な武道振興の中心的役割を担っており、このような法
人は他にないことから、今後も継続して当法人に対して補助を行う必要がである。
なお、当補助金の交付に当たっては、スポーツ基本法第35条の定めにより、事前に中
央教育審議会スポーツ・青少年分科会に諮っており、事業の効果的・効率的な実施に
ついて外部有識者に審議いただいているところである。
また、本事業については、これまで不断に経費の精査を図ってきたところであり、今後
も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしているが、他法人
において同種の事業で不適切な執行管理が見受けられたことから、補助金適正化法
および交付要綱等を遵守し、より一層透明性・適正性ある執行管理に努めるよう周知
徹底を図っていく。

有

文部科学省 日本体育協会補助
公益財団法人日本体育協会
法人番号6011005003361

497,589,000 一般会計 （目）民間スポーツ振興費等補助金 平成27年4月16日 公財 国認定

本事業は、我が国の国民スポーツの統一組織として設立された公益財団法人日本体
育協会に対し、スポーツ指導者養成事業及びアジア地区スポーツ交流事業の一部を
補助し、もって、多様なスポーツ指導者の養成等を図ることで我が国のスポーツの振
興に寄与するものである。
当法人は、各中央競技団体を統括し多様なスポーツ指導者の養成に係る中心的役
割を担っており、このような法人は他にはないことから、今後も継続して当法人に対し
て補助を行う必要がある。
また、補助事業の額の確定においては、本法人に対する実地検査等を実施し、経費
の精査を行うことにより、効果的・効率的な支出となるよう牽制を図っているところであ
る。
今後も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしているが、他
法人において同種の事業で不適切な執行管理が見受けられたことから、補助金適正
化法および交付要綱等を遵守し、より一層透明性・適正性ある執行管理に努めるよう
周知徹底を図っていく。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

文部科学省
日本障がい者スポーツ協会補
助

公益財団法人日本障がい者スポー
ツ協会
法人番号7010005017932

246,405,000 一般会計 （目）民間スポーツ振興費等補助金 平成27年5月15日 公財 国認定

本事業は、我が国の障害者スポーツの統一組織として設立された公益財団法人日本
障がい者スポーツ協会に対し、スポーツ基本法第33条第3項に基づき、障害者スポー
ツ振興事業、総合国際競技大会派遣等事及び競技力向上推進事業の一部を補助
し、もって、障害者スポーツ指導者の育成、障害者スポーツ選手の競技力の強化等を
図ることで、我が国の障害者スポーツの振興に寄与するものである。
当法人は、障害者スポーツにおける各中央競技団体を統括し障害者スポーツ振興の
中心的役割を担っており、このような法人は他にはないことから、今後も継続して当法
人に対して補助を行う必要がある。
また、補助事業の額の確定においては、本法人に対する実地検査等を実施し、経費
の精査を行うことにより、効果的・効率的な支出となるよう牽制を図っているところであ
る。
今後も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしているが、他
法人において同種の事業で不適切な執行管理が見受けられたことから、補助金適正
化法および交付要綱等を遵守し、より一層透明性・適正性ある執行管理に努めるよう
周知徹底を図っていく。

有

文部科学省 日本学校保健会補助
公益財団法人日本学校保健会
法人番号3010405000905

45,102,000 一般会計 （目）健康教育振興事業費補助金 平成27年5月21日 公財 国認定

本事業は、児童生徒の健康に関する現代的課題等へ対応するため、学校保健にか
かる重要問題に関する調査・研究等を実施し、もって我が国の学校保健を推進するた
め、学校保健のセンター的機関として設立された公益財団法人日本学校保健会に対
し、事業に必要な経費の一部を補助するものである。
当法人は、加盟する都道府県学校保健会等から情報入手を行い、実態を踏まえたよ
り実践的な成果を効率的に普及するなど、その機能を十分に発揮し、関係資料の作
成や効果的指導方法の調査研究はもとより、関連情報の充実を図り、国の学校保健
の情報センターとしての役割を担っており、このような法人は他にはないことから、学
校保健の振興を図るため、今後も継続して当法人に対して補助を行う必要がある。
なお、本事業については、これまで不断に経費の精査を図ってきたところであり、今後
も同様の取組を行うことで、補助事業の適切な執行に努めることとしており、現段階で
特段見直しを要する内容はないと判断している。

有

文部科学省
国際文化交流促進費補助金
（海外子女教育振興事業費）

公益財団法人海外子女教育振興財
団
法人番号3010405009418

77,161,000 一般会計 （目）国際文化交流促進費補助金 平成27年6月18日 公財 国認定

本事業は、在外教育施設における教材整備の充実や海外子女に対する通信教育の
実施など、海外子女及び在外教育施設に必要な教育支援を図ることを目的としてい
る。本事業の額の確定においては、当法人に対する実地検査を実施し、経費の精査
を行うことにより、効果的・効率的な支出となるよう牽制を図っている。なお、平成28年
度当初予算においては、教材整備事業費の単価の縮減といった見直しを行ったところ
であり、今後も事業の効率化を目刺し、積算単価を再検証するなど、補助事業の適切
な執行に努めることとしている。

有

文部科学省
国際文化交流促進費（高校生
国際交流促進費）補助金

公益財団法人ＹＦＵ日本国際交流
財団
法人番号4010405010432

21,947,000 一般会計 （目）国際文化交流促進費補助金 平成27年6月19日 公財 国認定

本事業は、学校教育における国際交流を通じて、多様な価値観に触れる機会を確保
することにより、子供たちに国際的な視野を持たせること等を目的に実施しているもの
である。本事業の交付先については、平成25年度から公募を実施の上、外部有識者
による審査を経て選定する方式に移行しており、競争性、公平性及び透明性を向上さ
せたところであり、平成27年度についても引き続き公募により相手方を選定したところ
である。なお、平成28年度当初予算においては、移動費や講師謝金等の単価の縮減
といった見直しを行ったところであり、今後も事業の効率化を目指し、積算単価を再検
証するなど、補助事業の適切な執行に努めることとしている。

有

厚生労働省
労災診療被災労働者援護事業
費補助金

公益財団法人労災保険情報セン
ター
法人番号5010005003447

2,845,821,000
労働保険特別会

計
（労災勘定）

(項)社会復帰促進等事業費
（目）身体障害者等福祉対策事業

費補助金
平成27年4月13日 公財 国認定

本補助金は、労災指定医療機関において被災労働者への診療に要した費用が国か
ら当該医療機関に支払われるまでの間の当該費用に相当する額を無利子で貸付を
行う事業について、補助を行っているものである。
　補助対象機関は、労災保険指定医療機関と個別に貸付契約を締結しているところ
であり、補助対象機関が変更される場合には、利用者たる医療機関において、その都
度、従前発生しなかった新規の契約事務が生じ、債権債務関係が複雑化することとな
る。
　このように事務的負担を強いることとなれば、指定医療機関が貸付契約の締結を行
わず、ひいては労災指定を辞退をする医療機関が増大するおそれがある。また、これ
により、被災労働者が診療費を負担することなく、十分な診療を受けるという政策目的
を達成することが出来なくなる恐れが生ずるなど、制度の運営に甚大な支障をきたす
ことから、補助対象機関を競争的に選定することはなじまない。
　なお、平成22年度の省内事業仕分けによる改革案に基づき、業務の集中化を図っ
たところであり、事務費については、平成23年度から平成27年度にかけて平成22年度
比で3.2億円を削減した。
　今後も、適正な予算措置を図っていくこととしている。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

厚生労働省 産業医学助成費補助金
公益財団法人産業医学振興財団
法人番号9010405010403

5,346,126,000
労働保険特別会

計
（労災勘定）

(項)労働安全衛生対策費
（目）産業医学助成費補助金

平成27年4月20日 公財 国認定

　産業医学助成費補助金は、補助対象機関が実施する産業医科大学に対する運営
費の助成や、産業医への研修、産業医学情報の提供のために支出する経費である。
　過重労働による過労死・過労自殺が深刻化している状況の中で、法律に基づき事
業場において労働者の健康確保を担う「企業のホームドクター」となる産業医の活動
が強く求められ、メンタルヘルス対策等高度な専門性を持った産業医の育成が必要で
ある。
　このため、産業医の養成、産業医学の水準の向上に専門に取り組んでいる産業医
科大学への助成や産業医への研修、産業医学情報の提供に対する助成を通じ、質
の高い産業医を育成していくことが重要となるため、本補助金を廃止することはできな
い。
　また、現在の補助対象機関は、産業医の資格取得や産業医の資質向上のための
研修のノウハウを有し、国内外の産業医学情報の提供を行う等、我が国の産業医学
水準の向上を図る事業を行い得る唯一の機関であることから競争的な選定を行うこと
は困難である。

有

厚生労働省
平成27年度　産業雇用安定セ
ンター補助金

公益財団法人産業雇用安定セン
ター
法人番号8010605002291

3,179,055,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)地域雇用機会創出等対策費
（目）産業雇用安定センター補助金

平成27年4月22日 公財 国認定

　円滑な労働移動を推進するため、出向等による労働力の移動の希望、受入れ可能
性等に関する情報の収集及び提供を行い、そのマッチングに向けた相談・援助等を行
う事業に対して、補助を行っている。
　本事業の実施にあたっては、相対的に安いコストで高いマッチング率を維持してお
り、効率的に事業を実施し、適正な執行に努めている。
　なお、日本再興戦略において、（公財）産業雇用安定センターにおいて実施する「高
年齢退職予定者キャリア人材バンク」の活用等を通じて、高年齢者の再就職支援を
行うことが掲げられており、従来の出向等のあっせんと併せて適確に実施する必要が
ある。

有

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
【厚生労働科学特別研究推進
事業】

公益財団法人ヒューマンサイエンス
振興財団
法人番号4010005003332

18,728,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究等推進費
（目）厚生労働科学研究費補助金

平成27年5月8日 公財 国認定

　当事業は国立試験研究機関等の研究者がなした発明のうち、国が継承することの
できる発明について、その権利を国から譲り受けて、特許出願、権利化、維持及び管
理を行い、また、企業への特許の譲渡により得た利益を国立試験研究機関等に還元
するものであり、重要である。当該法人は、厚生労働大臣認定TLＯを所有する唯一の
機関であるため、引き続き事業を実施することが適当である。

有

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
【がん対策推進総合研究推進
事業】

公益財団法人日本対がん協会
法人番号3010005015898

15,000,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究等推進費
（目）厚生労働科学研究費補助金

平成27年5月11日 公財 国認定

　一般の国民及び研究者等を対象とした研究成果等の普及啓発を行い国民の理解
の増進と関心の喚起やがん医療水準の均てん化等を行う本事業の実施は必要であ
る。
　また、（公財）日本対がん協会は国内外の研究機関及び研究者との緊密なネット
ワークがあり、事業実施に関するノウハウを有しており、効率性の観点から引き続き
事業を実施させることが も適当であると考える。
　がん対策推進総合研究事業へ研究資金配分の重点化を図るため平成28年度を
もって廃止予定。

有

厚生労働省
難病情報センター事業費補助
金

公益財団法人難病医学研究財団
法人番号8010005016660

28,415,000 一般会計
(項)特定疾患等対策費

（目）難病等情報提供事業費補助
金

平成27年5月13日 公財 国認定

難病患者及びその家族をはじめとする全ての国民に、正しい情報を統一的に的確・迅
速に提供する必要がある。また難病という特殊な分野の情報を的確かつ迅速に更新
するためには、難病に関する専門的な知識・知見等の蓄積や難病に関する研究者と
の密接な関係（ネットワーク）が必要であり、民間・自治体での運用は不可である。そ
のため、そのようなネットワークを有している当財団での運用が適している。

有

厚生労働省 放射線影響研究所補助金
公益財団法人放射線影響研究所
法人番号9240005012727

1,919,897,000 一般会計
(項)原爆被爆者援護対策費

（目）放射線影響研究所補助金
平成27年5月14日 公財 国認定

　当補助金は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第４０条第２項及び日米
交換公文に基づき、平和目的の下に、放射線の人体に及ぼす医学的影響及びこれに
よる疾病を調査研究するため、公益財団法人放射線影響研究所に対し補助し、原爆
被爆者の健康保持及び福祉に貢献するとともに、人類の保健福祉の向上に寄与する
ことを目的としている。そのため、今後も支出を続けていく必要がある。

有

厚生労働省
介護労働者雇用改善援助事業
等交付金（雇用安定事業）

公益財団法人介護労働安定センタ
-
法人番号8011505001433

383,193,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)地域雇用機会創出等対策費
（目）介護労働者雇用改善援助事

業等交付金
平成27年5月21日 公財 国認定

　介護労働者の雇用管理改善を図るため、介護労働サービスインストラクターによる
相談援助、雇用管理コンサルタントによる専門的相談、ヘルスカウンセラーによる介
護労働者の心身の健康確保に係る相談、介護労働者の労働環境の改善等に資する
介護労働実態調査の実施、インターネットによる介護雇用管理改善の好事例の情報
提供、地域における介護労働懇談会の実施等に係る事業に対して、交付金を交付し
ている。
　本事業の実施にあたっては、介護労働安定センターの組織及び運営に係る検討会
の議論を踏まえ、交付金用途の特化・重点化等の取組方針に基づき事業を引き続き
実施している。
　また、雇用管理改善等相談援助事業を受けた事業所における離職率は12.6％と目
標を上回っており適正に執行されている。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）
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補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

厚生労働省
介護労働者雇用改善援助事業
等交付金（雇用安定事業）

公益財団法人介護労働安定センタ
-
法人番号8011505001433

243,725,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)職業能力開発強化費
（目）介護労働者雇用改善援助事

業等交付金
平成27年5月21日 公財 国認定

　介護労働者の雇用管理改善を図るため、介護労働サービスインストラクターによる
相談援助、雇用管理コンサルタントによる専門的相談、ヘルスカウンセラーによる介
護労働者の心身の健康確保に係る相談や、介護労働者の労働環境の改善等に資す
る介護労働実態調査の実施、インターネットによる介護雇用管理改善の好事例の情
報提供、地域における介護労働懇談会の実施等に係る事業に対して、交付金を交付
している。
　本事業の実施にあたっては、介護労働安定センターの組織及び運営に係る検討会
の議論を踏まえ、交付金用途の特化・重点化等の取組方針に基づき事業を引き続き
実施している。
　また、雇用管理改善等相談援助事業を受けた事業所における離職率は12.6％と目
標を上回っており適正に執行されている。

有

厚生労働省
介護労働者雇用改善援助事業
等交付金（能力開発事業）

公益財団法人介護労働安定センタ
-
法人番号8011505001433

1,063,822,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)職業能力開発強化費
（目）介護労働者雇用改善援助事

業等交付金
平成27年5月21日 公財 国認定

　介護労働者になろうとする求職者等に対して、必要な知識及び技能を習得させるた
めの介護労働講習の実施、キャリアコンサルタント相談窓口の設置、在職者の段階
的キャリアアップに向けた無料講習会、介護サービス向上のための人材育成講習
会、地域における介護労働懇談会の実施等に係る事業に対して、交付金を交付して
いる。
　本事業の実施にあたっては、介護労働安定センターの組織及び運営に係る検討会
の議論を踏まえ、交付金用途の特化・重点化等の取組方針に基づき事業を引き続き
実施している。
　また、介護労働講習修了後の就職率は92.7％と目標を上回っており適正に執行され
ている。

有

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
【長寿科学総合研究推進事業】

公益財団法人長寿科学振興財団
法人番号2180005014067

12,780,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究等推進費
（目）厚生労働科学研究費補助金

平成27年5月25日 公財 国認定

本事業は、高齢者の生活の質の向上及び介護の質の向上に資する研究を推進し、そ
の研究成果を広く国民に周知するために必要な事業であり、交付先については、公募
を行った上で、外部有識者で構成される評価委員会における審査の結果に基づき決
定しており、事業目的達成のために適切な実施者が選定されていると考える。

有

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
【認知症対策総合研究推進事
業】

公益財団法人長寿科学振興財団
法人番号2180005014067

12,220,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究等推進費
（目）厚生労働科学研究費補助金

平成27年5月25日 公財 国認定

本事業は、認知症の人に対する医療分野と福祉分野との連携による総合的な対策を
一層推進するための実態把握、予防等の施策形成に向けた研究を推進し、その研究
成果を広く国民に周知するために必要な事業であり、交付先については、公募を行っ
た上で、外部有識者で構成される評価委員会における審査の結果に基づき決定して
おり、事業目的達成のために適切な実施者が選定されていると考える。

有

厚生労働省
平成27年度医薬品等健康被害
対策事業費補助金

公益財団法人友愛福祉財団
法人番号5010005010864

115,346,000 一般会計
(項)医薬品安全対策等推進費

（目）医薬品等健康被害対策事業
費補助金

平成27年5月28日 公財 国認定

　本財団は、昭和63年、ＨＩＶ事件を契機とし、血液製剤によるＨＩＶ感染者の救済を担
う組織として設立され、平成8年9月の定期大臣協議を踏まえ、当該事業も救済事業と
して国の補助金で事業を実施しているため、当該法人以外で事業を実施することは困
難である。

有

厚生労働省
肝炎ウイルスに関する相談事
業等委託費

公益財団法人ウイルス肝炎研究財
団
法人番号9010005017204

27,789,000 一般会計
(項)感染症対策費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年6月3日 公財 国認定

平成２７年６月１５日に行われた行政事業レビューにおいて、肝炎情報センターを核と
した情報発信機能の強化をするようにとの指摘をうけ、検討の結果、より専門性の高
い肝炎情報センターに普及啓発事業を集約させることにし、新たに設けられた肝炎情
報センター戦略的強化事業委託費の中で、多角的普及啓発事業を創設した。
それに伴い、本委託費のうち、27年度まで行っていた「普及啓発事業」を廃止するに
至った。

有

厚生労働省
平成27年度　高年齢者就業確
保事業費等補助金（全国シル
バー人材センター事業協会）

公益社団法人全国シルバー人材セ
ンター事業協会
法人番号4010605002519

55,528,000 一般会計
(項)高齢者等雇用安定・促進費

（目）高年齢者就業機会確保事業
費等補助金

平成27年6月4日 公社 国認定

　本事業は、定年退職後等において臨時・短期的又は軽易な就業を希望する高年齢
者に対して、地域社会の日常生活に密着した仕事を確保・提供し、高年齢者の多様な
形態による就業機会の拡大・生きがいの創出・地域社会の活性化を図ることを目的と
しており、今後、高齢化が進行していく中で、本事業は重要であり、継続していく必要
がある。
　また、事業実施にあたり効率的な運営、適切な予算執行に努めているが、更なる事
業運営の効率化、適切な予算執行に努めていくこととする。

有

厚生労働省
平成27年度薬局医療安全対策
推進事業費補助金

公益財団法人日本医療機能評価機
構
法人番号5010005016639

38,370,000 一般会計
(項)医薬品適正使用推進費

（目）医療施設運営費等補助金
平成27年6月9日 公財 国認定

本事業は、調剤を行う薬局におけるヒヤリ・ハット事例を収集し、分析・評価を行うこと
により、医療安全の確保に資することを目的とし、必要不可欠な事業である。
　また、本事業は、公募により採択しており、交付先の選定は適切に行われているとこ
ろであるが、昨年度より応募期間を長く確保することにより、競争性を高めることがで
きた。

有

厚生労働省

平成27年度血液確保事業等補
助金（エイズ発症予防に資する
ための血液製剤によるＨＩＶ感染
者の調査研究等事業費）

公益財団法人友愛福祉財団
法人番号5010005010864

484,356,000 一般会計
(項)血液製剤対策費

（目）血液確保事業等補助金
平成27年6月10日 公財 国認定

　本財団は、昭和63年、ＨＩＶ事件を契機とし、血液製剤によるＨＩＶ感染者の救済を担
う組織として設立され、平成8年3月の和解確認書に基づき、製薬会社からの拠出金
及び国の補助金をあわせ、事業を実施しているため、当該法人以外で事業を実施す
ることは困難である。

有

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
【食品の安全確保推進研究推
進事業】

公益社団法人日本食品衛生学会
法人番号2011005003308

11,090,000 一般会計
(項)厚生労働科学研究等推進費
（目）厚生労働科学研究費補助金

平成27年6月19日 公社 国認定

　本事業は、平成27年度に採択された食品の安全確保推進研究課題の推進を図るた
め、（1）若手研究者育成活用事業及び（2）研究成果等普及啓発事業を行うことによ
り、食品の安全確保推進研究事業を支援するためのものである。
　公募により採択しており、交付先の選定は適切に行われている。（公募の結果、当
該法人のみから応募があり、外部有識者を含む評価委員会での審査の結果、事業計
画等について適当と認められたため、当該法人を選定した。）
平成28年度交付決定額：11,090千円

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

厚生労働省

地域診療情報連携推進費補助
金（保健医療福祉分野の公開
鍵基盤（HPKI）普及・啓発等事
業

公益社団法人日本医師会
法人番号5010005004635

10,501,000 一般会計
(項)医療情報化等推進費

（目）地域診療情報連携推進費補
助金

平成27年6月24日 公社 国認定

　本事業は、診療録等の電子的記録やネットワーク利用が進展する中、医師のなりす
ましや診療データの改ざんといったリスクを防止するため、また、診療情報提供書を
電子的に提供する際の電子的な署名を行うために必要不可欠な事業である。なお、
事業者の選定にあたっては、公募により選定を行っている。

有

厚生労働省
平成27年度アジア開発途上国
雇用・労働支援事業費補助金

公益財団法人国際労働財団
法人番号1010005018853

48,321,000 一般会計
(項)国際協力費

（目）政府開発援助アジア労働技術
協力費等補助金

平成27年6月29日 公財 国認定

行政事業レビューシート作成時にも見直しを行ったが、以後も同様に支出を行うことが
妥当と判断した。

（事業の必要性）各種国際会議において、社会セーフティネットの重要性が指摘されて
いることから、必要度は高い。

（支出先の妥当性）本事業は、国際労使ネットワークを通じた活動が可能であること、
開発途上国における支援事業の経験及び実績があることなどが必要であり、これら
の要件を満たす支出先を公募方式（企画競争）により選定している。

（28年度の執行状況）平成28年6月21日に(公財)国際労働財団に対し交付決定を行っ
た。

（29年度概算要求の状況）
事業内容の見直し等を実施した。なお、27年度以降の事業実施対象地区の増加によ
り、51,336千円(28年度比106.2%）の額で要求。

有

厚生労働省
保健衛生施設等施設・設備整
備費国庫補助金

公益財団法人　結核予防会
法人番号2010005015593

50,000,000 一般会計
(項)保健衛生施設整備費

（目）保健衛生施設等施設整備費
補助金

平成27年6月29日 公財 国認定

当事業は、公益財団法人結核予防会が設置する結核研究所を含む保健衛生施設等
の施設を整備するものであり、公衆衛生の向上のために必要な経費である。
　公益財団法人結核予防会結核研究所は我が国唯一の結核専門の研究機関として
専門的な知識・経験を蓄積し、結核等の呼吸器疾患に関する研究開発及び人材育成
等を行っており、公衆衛生の向上のためには、当該法人への支出は必要性がある。

有

厚生労働省
平成27年度予防接種健康被害
者保健福祉相談事業費補助金

公益財団法人予防接種リサーチセ
ンター
法人番号9010005018540

37,982,000 一般会計
(項)感染症対策費

（目）予防接種対策費補助金
平成27年7月13日 公財 国認定

  本事業は、予防接種法第２２条に基づき、予防接種による健康被害者及び家族（以
下、「健康被害者等」という。）を対象とした保健相談事業等を行っており、健康被害者
等を支援するために必要な支出である。また、支出先である公益財団法人予防接種
リサーチセンターは、事業開始年度から健康被害者等への相談支援活動を行ってお
り、その豊富なノウハウや健康被害者等との信頼関係の醸成や事業の継続性等を考
慮すると 適な法人である。

有

厚生労働省
平成27年度　船員雇用促進対
策事業費補助金

公益財団法人日本船員雇用促進セ
ンター
法人番号：9010005004144

92,357,000
労働保険特別会

計
（雇用勘定）

(項)地域雇用機会創出等対策費
（目）船員雇用促進対策事業費補

助金
平成27年7月22日 公財 国認定

　平成27年度においては、ほぼ当初の見込み通りに訓練を実施し、雇用船員の知識
又は技能の習得等を図ることができた。また、事業内容を精査し、平成28年度予算に
おいては、技能訓練費を見直す等、効率的な執行に努めている。
※事業の担い手として当該法人が選ばれている理由：船員の雇用の促進に関する特
別措置法第20条

有

厚生労働省
外国人看護師・介護福祉士受
入支援事業

公益社団法人国際厚生事業団
法人番号1010405010138

55,967,000 一般会計
(項)高齢者等雇用安定・促進費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年7月30日 公社 国認定

　インドネシア及びフィリピンとの二国間協定、またベトナムとの間の交換公文により、
相手国側からの送り出し調整機関と日本側の受入調整機関は各々一つに限ることと
され、日本側機関は公益社団法人国際厚生事業団となっており、本事業については
同法人が実施することが効率的・効果的である。
　また、同協定等に基づき、政府の責任において適正な候補者受入を行う必要がある
ことから、本事業の支出は必要性がある。

有

厚生労働省
外国人看護師就労研修導入・
指導事業

公益社団法人国際厚生事業団
法人番号1010405010138

61,777,000 一般会計
(項)医療従事者資質向上対策費
（目）衛生関係指導者養成等委託

費
平成27年7月30日 公社 国認定

　インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定等により、相手国側からの送り
出し調整機関と日本側の受入調整機関は各々一つに限ることとされ、日本側機関は
公益社団法人国際厚生事業団となっており、本事業については同法人が実施するこ
とが効率的・効果的である。
　また、同協定等に基づき、政府の責任において適正な候補者受入を行う必要がある
ことから、本事業の支出は必要性がある。

有

厚生労働省
外国人看護師候補者学習支援
事業

公益社団法人国際厚生事業団
法人番号1010405010138

103,451,000 一般会計
(項)医療従事者資質向上対策費
（目）衛生関係指導者養成等委託

費
平成27年7月30日 公社 国認定

　当事業は経済連携協定等に基づき受け入れている外国人看護師候補者の支援に
あたり必要不可欠な事業である。また、事業者の選定にあたっては、公募により選定
を行っている。

有

厚生労働省
外国人看護師・介護福祉士受
入支援事業

公益社団法人国際厚生事業団
法人番号1010405010138

68,471,000 一般会計
(項)社会福祉諸費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年7月30日 公社 国認定

本事業は経済連携協定（EPA）などに基づく二国間の経済連携の強化に資するもので
あるため、必要性がある。
本事業は経済連携協定（EPA）などにより、公益社団法人国際厚生事業団が行うこと
とされている。

有

厚生労働省
外国人介護福祉士候補者学習
支援事業

公益社団法人国際厚生事業団
法人番号1010405010138

100,838,000 一般会計
(項)社会福祉諸費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年7月30日 公社 国認定
本事業は経済連携協定（EPA）などに基づく二国間の経済連携の強化に資するもので
あるため、必要性がある。
事業実施団体は公募により決定しており、競争性が確保されている。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

厚生労働省
平成27年度医薬品等健康被害
対策事業費補助金

公益財団法人いしずえ
法人番号5013205000008

10,947,000 一般会計
(項)医薬品安全対策等推進費

（目）医薬品等健康被害対策事業
費補助金

平成27年7月31日 公財 国認定

　本財団は、昭和49年、サリドマイド事件を契機とし、サリドマイド被害児及びその家
族の救済を担う組織として設立され、昭和49年10月の裁判上の和解を踏まえ、平成
22年9月のサリドマイド被害者団体からの厚生労働大臣あての要望を受けて、国の補
助金で事業を実施しているため、当該法人以外で事業を実施することは困難である。

有

厚生労働省
がんと診断された時からの相談
支援事業委託費

公益財団法人日本対がん協会
法人番号3010005015898

43,007,000 一般会計
(項)健康増進対策費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年8月5日 公財 国認定

　当事業は、「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」を実現するため、がん患
者とその家族に対する相談体制の支援を行うものであり、これまでがん患者やその家
族に対する相談支援事業を行い、ノウハウを蓄積した当法人が事業を実施することが
適当であると考える。
　相談体制の支援に関する報告書をとりまとめ、本事業の目的を達成したため、平成
27年度に事業終了した。

有

厚生労働省
がん医療に携わる看護研修事
業委託費

公益社団法人日本看護協会
法人番号3011005003380

21,065,000 一般会計
(項)健康増進対策費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年8月5日 公社 国認定

　当事業は、がん医療に携わる看護師ががん看護に関する知識等を身につけること
ができるよう、より効果的に研修を実施できるための方法について検討を行い、教材
等を作成し、がん医療に携わる看護師に対して指導者研修会を実施するもので重要
である。当団体は看護師の全国的なネットワークを有し、研修に関する知見も豊富な
為、事業を実施することが適当であると考える。
　平成29年度以降は、団体の自主事業として運営していく予定であるため、平成28年
度で事業終了予定である。

有

厚生労働省 医科歯科連携事業委託費
公益社団法人日本歯科医師会
法人番号2010005004051

15,641,000 一般会計
(項)健康増進対策費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年8月5日 公社 国認定

　当事業は、医科歯科連携による口腔ケアの推進が掲げられていることを踏まえ、が
ん患者が口腔治療を地域で安全・安心に受けられるよう、医科と歯科の連携体制を
構築し、歯科医師を対象とした均てん化講習会を開催するものであり、医科や歯科の
諸学会と連携しており、歯科医師の全国的なネットワークを有する当法人が事業を実
施することが適当であると考える。
　平成29年度以降は、団体の自主事業として運営していく予定であるため、平成28年
度で事業終了予定である。

有

厚生労働省
平成27年度中毒情報基盤整備
事業費補助金

公益財団法人　日本中毒情報セン
ター
法人番号6050005010703

14,995,000 一般会計
(項)医療提供体制確保対策費

（目）中毒情報基盤整備事業費補
助金

平成27年8月31日 公財 国認定

　当該事業は、新規化学物質や薬物、殺虫剤・化粧品等の新製品について、年間約４
万４千件の薬物中毒に関するデータを登録するとともに、年間４万件以上の国民・医
療機関等からの電話相談に対応しており、薬物中毒の発生の予防や発生時における
迅速かつ適切な対応を行うために重要な役割を担っている。薬物中毒発生時等にお
ける被害を 小限に抑えるためには、多種多様化の進む医薬品・化学製品等につい
て、常に 新の薬物中毒や対処方法等の情報を網羅し、国民や医療従事者に提供
する体制を維持していかなければならない。このため、当該事業については、今後も
継続していく必要がある。
　当該事業を実施する公益財団法人中毒情報センターについては、化学物質等の成
分によって起こる急性期中毒について、広く一般国民に対する啓発、情報提供等を行
い、医療の向上を図ることを目的として設立された薬物中毒等に係る専門機関であ
り、昭和61年の設立時より実施している。
　薬物中毒等の発生時においては、蓄積された豊富なデータとノウハウに基づく、迅
速かつ適切な対応を図らなければ、国民の健康に著しい被害を及ぼす恐れがあるこ
とから、薬物中毒等に関する専門的機関である当該法人以外の者が実施する事は適
当でない。

有

厚生労働省
平成27年度管理栄養士専門分
野別人材育成事業委託費

公益社団法人日本栄養士会
法人番号7010005003552

20,410,000 一般会計
(項)健康増進対策費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年9月2日 公社 国認定

　複雑で解決困難な栄養の問題を有する個人や集団等の対象特性に応じた栄養管
理の実施及び在宅療養者・居宅介護者等に対する食事指導の拠点となる栄養ケア・
ステーションの機能強化に向け、高度な専門性を発揮できる管理栄養士を育成するこ
とが必要である。（公社）日本栄養士会は、栄養に関する高い専門的技術を有する職
能団体であり、管理栄養士の資質向上のための研修育成事業等を行ってきた実績を
有することから、該当団体が も効果的に本事業を実施することができる。平成28年
度においても継続。（予算　20,410,000円）

有

厚生労働省
平成27年度医療関係者研修費
等補助金（中央ナースセンター
事業）

公益社団法人日本看護協会
法人番号3011005003380

232,600,000 一般会計
(項)医療従事者等確保対策費

（目）医療関係者研修費等補助金
平成27年9月7日 公社 国認定

　当事業は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」において国が財政上の措置
を行うこととされている看護師確保のための施策であり重要である。また、日本看護
協会は、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき中央ナースセンターに
指定されている唯一の法人であり、都道府県ナースセンターの活動・支援、統括を効
果的・効率的に行うことができるため、同法人が事業を実施することは適当である。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

厚生労働省
生活衛生関係営業対策事業費
補助金

公益財団法人全国生活衛生営業指
導センター
法人番号6010405002766

247,037,000 一般会計
(項)生活衛生対策費

（目）生活衛生関係営業対策事業
費補助金

平成27年9月8日 公財 国認定

　本事業については、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭
和32年法律第164号。以下「生衛法」という。）第６３条第２項に基づく、生活衛生関係
営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上及び利用者の利益の擁護を図り、もって
安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進するために必要なものであり、支
出そのものについて必要性がある。
　実施主体については、生衛法第５７条の９で指定された全国生活衛生営業指導セン
ターが行うことになっているため、補助先を競争的な選定とすることにはなじまない。
　なお、全国生活衛生営業指導センターの指定にあたっては、同法施行規則第２０条
の２の基準に基づき、決定されているところである。

有

厚生労働省
生活衛生関係営業対策事業費
補助金

公益財団法人全国生活衛生営業指
導センター
法人番号6010405002766

15,100,000
東日本大震災復

興特別会計

(項)社会保障等復興政策費
（目）生活衛生関係営業対策事業

費補助金
平成27年9月8日 公財 国認定

　本事業は、東日本大震災により被災した生活衛生関係営業について、事業実施主
体から提案された営業者の早期自立に繋がる事業について支援することにより、地
域コミュニティーの再生や衛生水準の維持向上等を図ることを目的としている。
　本事業は、被災した生活衛生関係営業者の復興が進んでおり、目標を達成したこと
から平成２７年度をもって終了した。

有

厚生労働省
平成27年度死体検案講習会事
業委託費

公益社団法人日本医師会
法人番号5010005004635

23,198,000 一般会計
(項)医療従事者資質向上対策費
（目）衛生関係指導者養成等委託

費
平成27年9月17日 公社 国認定

　「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の施行に伴い法
医学的医師知識を持った医師のスクリーニングが必要である。
　日本医師会は都道府県医師会、郡市医師会のネットワークを活かして事業を展開
することができる団体である。また、日本医師会に委託後は講習会の開催数及び受
講者数ともに増加している。
　そのため、本事業を効果的に実施する主体として、日本医師会は 適な団体であ
る。

有

厚生労働省 地域保健活動普及等委託費
公益社団法人日本看護協会
法人番号3011005003380

26,840,000 一般会計
(項)地域保健対策費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年9月18日 公社 国認定

地域における保健活動の需要の多様化に対応していくためには、事業実施は必要で
ある。
また、（公社）日本看護協会は、保健指導技術向上のための研究や学習教材開発等
を行ってきた実績や専門性を要することから、該当団体が も効果的に本事業を実
施することができる。

有

厚生労働省
平成27年度医療施設運営費等
補助金（産科医療補償制度運
営事業）

公益財団法人日本医療機能評価機
構
法人番号5010005016639

73,036,000 一般会計
(項)医療安全確保推進費

（目）医療施設運営費等補助金
平成27年10月1日 公財 国認定

　分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった児について、事故の原因分析や再発
防止策の提言などを行う事業であり、制度開始時から事業を実施している当該公益
法人以外に事業を行うものはない。
　医療安全を推進するためには、今後ともこの事業を継続する必要があるが、経費の
縮減など、効率的な事業運営となるよう見直しを行った。

有

厚生労働省
平成27年度死亡時画像読影技
術等向上研修事業委託費

公益社団法人日本医師会
法人番号5010005004635

11,201,000 一般会計
(項)医療安全確保推進費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年10月19日 公社 国認定

「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の施行に伴い法
医学的医師知識を持った医師のスクリーニングが必要である。
　日本医師会は都道府県医師会、郡市医師会のネットワークを活かして事業を展開
することができる団体である。また、日本医師会に委託後は講習会の開催数及び受
講者数ともに増加している。
　そのため、本事業を効果的に実施する主体として、日本医師会は 適な団体であ
る。

有

厚生労働省
平成27年度医療施設運営費等
補助金（医療事故情報収集等
事業）

公益財団法人日本医療機能評価機
構
法人番号5010005016639

82,284,000 一般会計
(項)医療安全確保推進費

（目）医療施設運営費等補助金
平成27年10月19日 公財 国認定

　医療事故の発生予防・再発防止のため、医療機関から収集した事故情報を分析し、
情報提供する事業であり、医療法施行規則に定める登録分析機関である当該公益法
人以外に事業を行うものはない。
　医療安全を推進するためには、今後ともこの事業を継続する必要があるが、事業内
容の精査など、効率的な事業運営となるよう見直しを行った。

有

厚生労働省
視覚障害用図書事業等委託費
（全国障害者総合福祉センター
運営事業）

公益財団法人日本障害者リハビリ
テーション協会
法人番号1011105004999

92,551,000 一般会計
(項)障害保健福祉費

（目）身体障害者福祉促進事業委
託費

平成27年10月28日 公財 国認定

　当該協会は、国内の主要な障害関係団体により結成された組織の事務局であり、
国際的に活動する民間団体の取りまとめ役としての活動を行っており、国内外の障害
者施策や障害当事者との密接なネットワークも既に構築されている。
　なお、このようなネットワークやノウハウを持った団体は他にないのが現状であり、他
の団体に委託した場合、新たなネットワークの構築等が必要となることから、事業の
継続性が損なわれるものである。
　本事業は、全国の身体障害者福祉センター（身体障害者の相談に応じ、教養の向
上やレクレーション等の便宜を提供する施設。）の運営を支援するために困難事例に
ついての相談や職員研修等を行うものであり、全国の身体障害者福祉センターの
サービス水準の確保を図る上で必要な事業である。
　以上から、本委託費の継続は妥当である。

有

厚生労働省 結核研究所補助金
公益財団法人結核予防会
法人番号2010005015593

403,759,000 一般会計
(項)感染症対策費

（目）結核研究所補助金
平成27年10月29日 公財 国認定

　結核に関する研究については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律第3条第1項により国等が推進するものとされている。
　結核予防会結核研究所は、我が国唯一の結核専門の研究機関として専門的な知
識・経験を蓄積しており、当該法人を介して実施すること以外に、結核に関する研究
の推進を図ることは不可能である。

有

厚生労働省
政府開発援助結核研究所補助
金

公益財団法人結核予防会
法人番号2010005015593

16,958,000 一般会計
(項)感染症対策費

（目）政府開発援助結核研究所補
助金

平成27年10月29日 公財 国認定

　結核に関する国際的な協力については、感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律第3条3項により、国等が取り組むこととされている。
　結核予防会結核研究所は、我が国唯一の結核専門の研究機関として専門的な知
識・経験を蓄積しており、当該法人を介して実施すること以外に、結核に関しての国際
協力の確保を図ることは不可能である。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

厚生労働省
高度情報通信等福祉事業費補
助金（日本障害者リハビリテー
ション協会分）

公益財団法人日本障害者リハビリ
テーション協会
法人番号1011105004999

75,505,000 一般会計
(項)障害保健福祉費

（目）身体障害者福祉費補助金
平成27年11月5日 公財 国認定

この補助金は、国内外の障害保健福祉関連情報の収集・調査・研究・データベース構
築及び障害者情報ネットワークの運営等を行うものであり、障害者の情報バリアフ
リー化を一層促進し、社会参加を促進するために必要な経費である。当協会は、国際
リハビリテーション協会（RI）における日本事務局として、国際関係団体との窓口であ
るとともに、国内で唯一の各障害者団体のとりまとめ役としての事務局を担っている。
そのため、国内外の全障害分野に関する情報を提供可能であり、当協会が運営する
ウェブサイトは、視覚障害者、盲ろう者に配慮し、音声読み上げ、点字ピンディスプレ
イ出力、拡大文字表示が可能となっている。国内外の全障害分野の情報収集が行
え、視覚障害者等に配慮したウェブコンテンツを開発している法人はないため、他の
団体に委託した場合、これら事業の継続性が損なわれるものである。以上から、本補
助金の継続は妥当である。

有

厚生労働省
平成27年度臨床研修費等補助
金（医師）

公益財団法人田附興風会
法人番号3120005014897

35,962,000 一般会計
(項)医療従事者資質向上対策費

（目）臨床研修費等補助金
平成27年11月6日 公財 国認定

　本事業については、他の主体においても実施されているところであり、適切な指導体
制のもと行われている医師臨床研修であれば、継続的に実施させることが必要であ
る。今後も引き続き、実施主体における医師臨床研修の指導体制等の状況を踏まえ
ながら、事業を実施することとし、研修の質の維持等に努めていく。
　本法人は、医師法第16条の2の規定に基づく臨床研修病院として厚生労働大臣が
指定しており、研修医を適切に育成していくことが期待できる。

有

厚生労働省
平成27年度臨床研修費等補助
金（医師）

公益財団法人天理よろず相談所
法人番号8150005007910

13,492,000 一般会計
(項)医療従事者資質向上対策費

（目）臨床研修費等補助金
平成27年11月6日 公財 国認定

　本事業については、他の主体においても実施されているところであり、適切な指導体
制のもと行われている医師臨床研修であれば、継続的に実施させることが必要であ
る。今後も引き続き、実施主体における医師臨床研修の指導体制等の状況を踏まえ
ながら、事業を実施することとし、研修の質の維持等に努めていく。
　本法人は、医師法第16条の2の規定に基づく臨床研修病院として厚生労働大臣が
指定しており、研修医を適切に育成していくことが期待できる。

有

厚生労働省

地域生活支援事業費補助金及
び障害者総合支援事業費補助
金（障害者自立支援機器等開
発促進事業分）

公益財団法人テクノエイド協会
法人番号9011105004959

25,000,000 一般会計
(項)障害保健福祉費

（目）障害者総合支援事業費補助
金

平成27年11月12日 公財 国認定

この補助金は、民間企業や学術団体等の研究機関及び障害当事者の知識・技術を
結集し、個別具体的な障害者のニーズを的確に反映した機器開発をスタートさせる機
会を設け、開発中の機器について、実証実験の場を紹介する等により、機器開発分
野への新たな企業の参入促進を通じて、障害者が使いやすい機器について適切な価
格での製品化・普及を図ることを目的としており、その実施主体については、障害者自
立支援機器の実用的製品化開発、普及に知見を有している等の法人を対象として広
く公募を行っているものである。公募のあった本協会は、特定の福祉機器の利用実
態、利用者の障害程度等についての調査・研究や福祉機器の利用実態からみた分
類についての調査・研究などを行っており、採否にあたっては、外部有識者で構成す
る評価検討会の評価を踏まえ、本事業を実施する能力及び体制を有していることか
ら、採択されたものである。以上から、本補助金の継続は妥当である。なお、一者応
募であった点については、競争性の観点等から、より公募期間を十分に確保するなど
改善を図る。

有

厚生労働省 臓器移植対策補助金
公益社団法人日本臓器移植ネット
ワーク
法人番号3010405001069

609,164,000 一般会計
(項)移植医療推進費

（目）移植対策事業費補助金
平成27年11月17日 公社 国認定

　移植医療は、移植機会の公平性を確保しつつ、効果的・効率的に実施するため、患
者と提供者（ドナー）を結ぶあっせん機関が必要不可欠である。
　臓器移植のあっせんを行うためには、臓器の移植に関する法律第12条に基づく厚
生労働大臣の許可が必要であり、日本臓器移植ネットワークは、当該許可を受けた
国内唯一のあっせん機関として、公平で効果的・効率的なあっせん業務を実施してい
る。

有

厚生労働省
平成27年度女性医師支援セン
ター事業委託費

公益社団法人日本医師会
法人番号5010005004635

164,340,000 一般会計
(項)医療従事者等確保対策費

（目）衛生関係指導者養成等委託
費

平成27年12月16日 公社 国認定

近年の医師不足を解消するためには女性医師の離職防止・再就業の推進が非常
に重要である。
　日本医師会は全国に１６．６万人（全医師の約６割）の会員を持ち、そのスケールメ
リット及び都道府県医師会、郡市医師会のネットワークを活かして事業を展開すること
ができる団体である。
　そのため、本事業を効果的に実施する主体として、日本医師会は 適な団体であ
る。

有

厚生労働省
平成27年度臨床研修費等補助
金（医師）

公益社団法人地域医療振興協会
法人番号2010005014562

15,598,000 一般会計
(項)医療従事者資質向上対策費

（目）臨床研修費等補助金
平成28年1月7日 公社 国認定

　本事業については、他の主体においても実施されているところであり、適切な指導体
制のもと行われている医師臨床研修であれば、継続的に実施させることが必要であ
る。今後も引き続き、実施主体における医師臨床研修の指導体制等の状況を踏まえ
ながら、事業を実施することとし、研修の質の維持等に努めていく。
　本法人は、医師法第16条の2の規定に基づく臨床研修病院として厚生労働大臣が
指定しており、研修医を適切に育成していくことが期待できる。

有

厚生労働省
保健衛生施設等施設・設備整
備費国庫補助金

公益財団法人結核予防会
法人番号2010005015593

25,773,000 一般会計
(項)地域保健対策費

（目）保健衛生施設等設備整備費
補助金

平成28年1月28日 公財 国認定

当事業は、公益財団法人結核予防会が設置する結核研究所を含む保健衛生施設等
の設備を整備するものであり、公衆衛生の向上のために必要な経費である。
　公益財団法人結核予防会結核研究所は我が国唯一の結核専門の研究機関として
専門的な知識・経験を蓄積し、結核等の呼吸器疾患に関する研究開発及び人材育成
等を行っており、公衆衛生の向上のためには、当該法人への支出は必要性がある。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

厚生労働省
障害者自立支援給付支払シス
テム事業費等補助金

公益社団法人国民健康保険中央会
法人番号2010005018852

1,368,747,000円
(増額交付決定後の

額。
初回交付決定額は
1,284,516,000円。

増額交付決定額は
84,231円。)

一般会計
(項)障害保健福祉費

（目）障害者総合支援事業費補助
金

平成28年2月29日
(増額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年8月14日。)

公社 国認定

　公益社団法人国民健康保険中央会（国保中央会）は、障害者総合支援法に基づ
き、自立支援給付費の支払業務を担う国民健康保険団体連合会を会員とする組織で
あり、連合会における適切な支払業務を確保するための支援等を目的としており、国
保中央会に構築されている統一的なシステムにより給付費の公正・公平な支払が行
われている。
　また、制度改正等に対応したシステム改修についても、国保中央会で統一的に行う
ことで安価なものが実現可能となっているが、今後も適切かつ効率的な運用に努めて
まいりたい。

有

厚生労働省
移植対策（造血幹細胞）事業費
補助金

公益財団法人日本骨髄バンク
法人番号7010005018682

445,820,000 一般会計
(項)移植医療推進費

（目）移植対策事業費補助金
平成28年3月3日 公財 国認定

　移植医療は、移植機会の公平性を確保しつつ、効果的・効率的に実施するため、患
者と提供者（ドナー）を結ぶあっせん機関が必要不可欠である。
　骨髄等移植のあっせん業務を行うためには、移植に用いる造血幹細胞の適切な提
供の推進に関する法律第１７条に基づく厚生労働大臣の許可が必要であり、（公財）
日本骨髄バンクは、当該許可を受けた国内唯一の骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん
機関として公平で効果的・効率的なあっせん業務を実施している。

有

厚生労働省
国民健康保険団体連合会等補
助金

公益社団法人国民健康保険中央会
法人番号2010005018852

1,027,137,000円
(増額交付決定後の

額。
初回交付決定額は

951,247,000円。
増額交付決定額は

75,890,000円。)

一般会計
(項)医療保険給付諸費

（目）国民健康保険団体連合会等
補助金

平成28年3月4日
(増額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年8月28日。)

公社 国認定

　診療報酬の審査・支払業務や保険者事務の共同処理に活用するシステムの開発・
改修は、国保連合会が個別に実施するよりも、国保連合会を会員とする国保中央会
が一括して行う方が効率的であること、また、高額なレセプトの特別審査など国保中
央会が行う業務は、市町村及び国保連合会の実施する国保事業の円滑な実施・効率
的な運営を図るものであって、市町村及び国保連合会の負担軽減につながることか
ら、国保中央会への補助は引き続き必要である。
　平成27年度ではシステム運用経費や会議開催回数等の見直しを行うなど効率的・
効果的な予算の執行を図ってきた。
　平成28年度では、システム運用経費や一定の会費負担を求める事業についての補
助の在り方の見直しを行った上で補助を行い、平成29年度では、システム経費の一
部を削減する等の補助対象事業の見直しを行った上で概算要求をしているところであ
る。

有

厚生労働省
後期高齢者医療制度関係業務
事業費補助金

公益社団法人国民健康保険中央会
法人番号2010005018852

734,702,000円
（増額交付決定後の

額。
初回交付決定額は

703,345,000円。
増額交付決定額は

31,357,000円。）

一般会計
(項)医療保険給付諸費

（目）後期高齢者医療制度関係業
務事業費補助金

平成28年3月8日
（増額交付決定日。
初回交付決定日は

平成27年9月24
日。）

公社 国認定

　後期高齢者医療制度は、効率的・安定的な運営を図るため、後期高齢者医療及び
市町村国保において業務の類似性が非常に高い事業について、共同事業化や事務
処理の共同化を進めており、国保中央会が行う全国決済業務や特別徴収経由事務
経費について補助は必要である。
　またこれらの事業を行うにあたり、市町村が共同で設立した国保連合会を会員とし
た法人である国保中央会は、後期高齢者医療業務以外にも国保における類似業務も
担っており、実務のノウハウを有している。

有

厚生労働省
厚生労働科学研究費補助金
【エイズ対策研究推進事業】

公益財団法人エイズ予防財団
法人番号9010005016602

90,000,000円。
（減額交付決定後の

額。
初回交付決定額は、

110,000,000円。
増額交付決定額は、

20,000,000円。

一般会計
(項)厚生労働科学研究等推進費
（目）厚生労働科学研究費補助金

平成28年3月11日
（減額交付決定日。
初回交付決定日

は、
平成27年6月5日)

公財 国認定

　本事業は国内のエイズ研究を推進し、その研究成果を広く国民に周知するために必
要な事業であり、国内のエイズ研究及び研究者の詳細な情報を蓄積し、エイズに関す
る 新の医学的知見及びエイズ患者の心情に対する深い見識を有している当財団が
事業を実施することは効率的な手段と考える。

有

厚生労働省
介護保険事業費補助金（団体
分）

公益社団法人国民健康保険中央会
法人番号2010005018852

1,854,494,000円。
（増額交付決定後の

額。
初回交付決定額は、

711,145,000円。
増額交付決定額は、

1,143,349,000円。

一般会計
(項)介護保険制度運営推進費
（目）介護保険事業費補助金

平成28年3月28日
（増額交付決定日。
初回交付決定日

は、
平成28年1月12日)

公社 国認定

国民健康保険中央会は、介護保険法に基づき、介護保険の審査支払業務を担う国
民健康保険団体連合会を会員とする組織であり、国民健康保険団体連合会の適切な
審査支払業務の支援・確保を目的としている。予算の効率化については、国民健康
保険中央会において構築した介護給付費の審査支払に関する統一システムにより公
平公正な審査支払事務が行われており、システムの開発・改修経費も安価なものが
実現可能となっているが、今後も合理的かつ効率的な運用に努めてまいりたい。

有

農林水産省 農林水産顕彰等普及事業
公益財団法人日本農林漁業振興会
法人番号2010405010186

39,000,000               一般会計 農林水産調査研究普及費補助金 平成27年5月1日 公財 国認定
補助事業のうち農林水産普及啓発事業について、所期の効果をより高めるため、平
成２８年度予算においては、農林水産業展示会開催費を削減し、農林水産普及啓発
事業を重点化した。

有

農林水産省

アフリカ等途上国の農業生産拡
大支援のうちサブサハラ・アフリ
カにおけるアグリビジネス展開・
促進実証モデル事業

公益社団法人国際農林業協働協会
法人番号8010405002616

33,314,000               一般会計
政府開発援助食料安全保障確立

対策事業費補助金
平成27年5月8日 公社 国認定 平成２７年度限りで事業廃止。 有

農林水産省
アジア食料生産力・付加価値向
上人材育成事業

公益社団法人国際農業者交流協会
法人番号4010805001948

24,000,000               一般会計
政府開発援助食料安全保障確立

対策事業費補助金
平成27年4月17日 公社 国認定

透明性・公平性向上の取組を実施（公募）しており、複数の応募があった。外部有識
者も含めた公募選定委員会により採択されたもの。

有

農林水産省
家畜衛生対策事業／家畜生産
農場清浄化支援対策事業

公益社団法人中央畜産会
法人番号9010005013847

36,500,000               一般会計
食の安全・消費者の信頼確保対策

事業費補助金
平成27年7月1日 公社 国認定

平成27年度は、HP上での公告掲載等に加え、事業者に直接情報を通達する等、対応
を行ったものの、専門性の高さもあり、事業のうち豚コレラ対策だけは当該団体以外
からの応募を得ることが出来なかった。今後も事業の必要性と公募内容についてわ
かりやすく説明し、今後の公募にあたってはQ＆Aを作成する等、参加者数の確保に
努めたい。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

農林水産省 果実等生産出荷安定対策事業
公益財団法人中央果実協会
法人番号1010405010567

5,078,250,000           一般会計
国産農畜産物・食農連携強化対策

事業費補助金
平成27年5月18日 公財 国認定

優良品目・品種への転換の加速化に向け、平成27年4月に公表した果樹農業振興基
本方針に即し、事業の活用が促進されるような事業の運用見直しを行う。また、支出
先の選定における競争性・透明性の一層の向上を図るため、公募期間の延長を行う
こととした。

有

農林水産省 高収益型畜産体制構築事業
公益社団法人中央畜産会
法人番号9010005013847

44,506,000               一般会計
国産農畜産物・食農連携強化対策

事業費補助金
平成27年4月22日 公社 国認定 平成27年度限りで事業廃止。 有

農林水産省
乳製品国際規格策定・品質確
保支援事業

公益財団法人日本乳業技術協会
法人番号8010005004178

14,670,000               一般会計
国産農畜産物・食農連携強化対策

事業費補助金
平成27年4月23日 公財 国認定

(公財)日本乳業技術協会は、乳製品コーデックス規格に意見書を提出する国際酪農
連盟（ＩＤＦ）に加盟する我が国唯一の機関であり、見直すことは困難。

有

農林水産省 飼料穀物備蓄対策事業
公益社団法人配合飼料供給安定機
構
法人番号9011205001658

96,708,000               一般会計
牛肉等関税財源飼料対策費補助

金
平成27年6月3日 公社 国認定

　本事業は、飼料用備蓄穀物を保有する公益社団法人に対して、備蓄の実施に必要
な費用を助成するものであったため、平成27年度においても継続して実施。平成28年
度は、民間団体の備蓄等を支援する内容に見直しし、支出先の選定における競争
性・透明性の一層の向上を図るため、公募により事業者を決定するよう見直した。

有

農林水産省
農業経営基盤強化資金利子助
成金等交付事業

公益財団法人農林水産長期金融協
会
法人番号7010005003899

6,493,513,000           一般会計 農業経営金融支援対策費補助金 平成27年4月13日 公財 国認定

平成28年度行政事業レビューにおいて、事業内容の一部改善（予算額と執行額の乖
離の改善）との点検結果であった。乖離した理由は利子助成のベースとなる融資の金
利水準が低利で推移したことによるものである。今後は、予算要求の過程において、
当年度の利子助成額の確定額を順次反映する等 近の実績金利を踏まえ極力執行
額と予算額の乖離を減らすこととする。

有

農林水産省
農地中間管理機構事業／条件
整備資金利子助成事業

公益社団法人全国農地保有合理化
協会
法人番号2010005003185

73,367,000               一般会計
農地集積・集約化対策事業費補助

金
平成27年5月8日 公社 国認定 28年度より農地売買等支援事業へ統合。 有

農林水産省
農地中間管理機構事業／農地
売買円滑化事業

公益社団法人全国農地保有合理化
協会
法人番号2010005003185

23,010,000               一般会計
農地集積・集約化対策事業費補助

金
平成27年5月8日 公社 国認定 28年度より農地売買等支援事業へ統合。 有

農林水産省
農地中間管理機構事業／農地
売買支援事業（支援法人費）

公益社団法人全国農地保有合理化
協会
法人番号2010005003185

1,141,314,000           一般会計
農地集積・集約化対策事業費補助

金
平成27年5月22日 公社 国認定

農地売買等支援事業については、28年度予算において、農地中間管理機構が行う農
地の買入れに必要な資金の借入枠（350→164億円）の見直し等の減額を行った。ま
た、事業の効率的運用を図るために条件整備資金利子助成事業、農地売買円滑化
事業との統合を行った。29年度予算概算要求においても、借入枠（164→140億円）の
更なる見直し等を行った。

有

農林水産省
大豆・麦・飼料用米等生産拡大
支援事業／大豆価格形成安定
化事業

公益財団法人日本特産農産物協会
法人番号4010405001118

25,718,000               一般会計
国産農畜産物・食農連携強化対策

事業費補助金
平成27年4月9日 公財 国認定

国産大豆の適正な取引価格の形成するために、当該法人のみが国産大豆の市場を
開設しており、公益性と必要な知見を有する唯一の者として予算要求の段階から事業
実施主体としていることから支出先を見直すことは困難。

有

農林水産省 緊急食糧支援事業費補助金
公益社団法人国際農林業協働協会
法人番号8010405002616

8,693,982,000           一般会計 緊急食糧支援事業費補助金 平成27年4月21日 公社 国認定

本事業は、緊急食糧支援として被援助国に貸し付けた政府保有米が償還される際
に、食料安定供給特別会計に発生する損失を補填する事業であり、被援助国及び
（公社）国際農林業協働協会との契約に基づき、平成４３年度まで償還を継続する必
要があることから見直し困難。

有

農林水産省
国際漁業振興協力事業（地域
水産業人材育成事業）

公益財団法人海外漁業協力財団
法人番号6010405010447

57,520,000               一般会計
政府開発援助食料安全保障確立

対策事業費補助金
平成27年4月10日 公財 国認定

透明性・公平性向上の取組を実施（公募）しており、複数の応募があった。外部有識
者も含めた公募選定委員会により採択されたもの。

有

農林水産省
国際漁業振興協力事業（水産
振興・資源管理協力事業）

公益財団法人海外漁業協力財団
法人番号6010405010447

360,902,000             一般会計
政府開発援助食料安全保障確立

対策事業費補助金
平成27年4月10日 公財 国認定

透明性・公平性向上の取組を実施（公募）しており、複数の応募があった。外部有識
者も含めた公募選定委員会により採択されたもの。

有

農林水産省
国際漁業振興協力事業（国際
資源管理対策事業）

公益財団法人海外漁業協力財団
法人番号6010405010447

49,562,000               一般会計
政府開発援助食料安全保障確立

対策事業費補助金
平成27年4月10日 公財 国認定

透明性・公平性向上の取組を実施（公募）しており、複数の応募があった。外部有識
者も含めた公募選定委員会により採択されたもの。

有

農林水産省
平成２７年度水産関係民間団体
事業（漁場油濁被害対策事業）

公益財団法人海と渚環境美化・油
濁対策機構
法人番号5010005000139

35,716,000               一般会計 水産資源回復対策事業費補助金 平成27年4月21日 公財 国認定
平成28年度の予算において、審査認定事業費及び油濁被害防止対策費の額の削減
を行った。

有

農林水産省
平成２７年度水産関係民間団体
事業（漁場漂流・漂着物対策促
進事業）

公益財団法人海と渚環境美化・油
濁対策機構
法人番号5010005000139

33,410,000               一般会計 漁業経営安定対策事業費補助金 平成27年4月21日 公財 国認定
透明性・公平性の向上の取組を実施（公募）したが、１者応募となっていることから、１
者応募の解消に向け、事業者への情報提供として、公募期間の延長、公募要領への
事業内容の詳細な記載、公示箇所の増加等の取組を行った。

有

農林水産省
平成２７年度水産関係民間団体
事業（国産水産物流通促進事
業）

国産水産物流通促進センター 代表
機関 公益社団法人日本水産資源
保護協会
法人番号

801,196,000             一般会計
水産物加工・流通等対策事業費補

助金
平成27年4月9日 公社 国認定 平成28年度において、新規採択件数の見直しを行い予算の削減を行った。 有

農林水産省
平成２７年度水産関係民間団体
事業（国産水産物安定供給セー
フティネット事業）

公益財団法人水産物安定供給推進
機構
法人番号6010005000146

199,793,000             一般会計
水産物加工・流通等対策事業費補

助金
平成27年4月9日 公財 国認定

透明性・公平性の向上の取組を実施（公募）したが、１者応募であった。外部有識者も
含めた選定委員会において採択されたもの。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

農林水産省
農業経営基盤強化資金利子助
成金等交付事業

公益財団法人農林水産長期金融協
会
法人番号7010005003899

1,568,833,000           
東日本大震災復

興特別会計
農業経営金融支援対策費補助金 平成27年4月13日 公財 国認定

平成28年度行政事業レビューにおいて、引き続き効率性に留意しつつ予算の執行を
進めるとの点検結果であり、引き続き効率的・効果的な予算の執行に努めていく。

有

農林水産省
海岸防災林再生等復興支援事
業

公益社団法人国土緑化推進機構
法人番号7010005017189

36,611,000               
東日本大震災復

興特別会計
森林整備・保全費補助金 平成27年4月30日 公社 国認定

透明性・公平性向上の取組を実施（公募）しており、複数の応募があった。外部有識
者も含めた公募選定委員会により採択されたもの。（平成28年度限りで事業終了。）

有

経済産業省
平成27年度交流協会事業費補
助金

公益財団法人交流協会
法人番号8010405010370

126,588,000
（減額交付決定後の
額。初回交付決定額

は、129,784,000）

一般会計 海外市場調査等事業費補助金

平成27年12月17日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年4月9日）

公財 国認定
公益財団法人交流協会は、日台間の民間の貿易及び経済、技術交流等が支障なく
維持・遂行されるよう必要な調査、事業等を行っており、本事業は同法人以外実施で
きない。

有

経済産業省

平成２７年度石油製品販売業構
造改善対策事業費補助金（離
島石油製品流通合理化・安定
供給支援事業に係るもの）

公益財団法人日本離島センター
法人番号1010005004218

70,000,000
エネルギー対策

特別会計
製品販売業構造改善対策事業費等補 平成27年4月9日 公財 国認定

本事業については、これまで標準公募期間（２０日）以上の公募期間を確保してきたと
ころ、平成２８年度の事業実施における公募期間については、昨年度の公募期間に
更に１２日確保し３７日とした。また、外部有識者による採択審査を実施し、事業の妥
当性等について審査を行うことにより、補助目的に合致する事業者を採択している。

有

経済産業省
平成２７年度深地層研究施設整
備促進補助金

公益財団法人地震予知総合研究振
興会
法人番号5010005018916

160,000,000
エネルギー対策

特別会計
電源立地等推進対策補助金 平成27年4月9日 公財 国認定

より多くの事業者に参入してもらうため、関連学会のメーリングリスト等を利用した公
募情報の積極的な公募を行うなど更なる周知を図った。

有

経済産業省
平成２７年度中小企業経営支援
等対策費補助金(戦略的基盤技
術高度化支援事業)

公益財団法人ちゅうごく産業創造セ
ンター
法人番号8240005012380

29,310,257 一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 平成27年4月10日 公財 国認定 平成２８年度で事業終了 有

経済産業省
平成２７年度次世代物流システ
ム構築事業費補助金

公益社団法人日本ロジスティクスシ
ステム協会
法人番号6010405008978

319,940,380
エネルギー対策

特別会計
ー使用合理化設備導入促進等対策費 平成27年6月19日 公社 国認定 平成２８年度で事業終了 有

経済産業省

平成２７年度中小企業経営支援
等対策費補助金（戦略的基盤
技術高度化支援事業）（EVバッ
テリーケースのCFRTPハイブ
リッド成形技術と高速成形装置
の開発）

公益財団法人中部科学技術セン
ター
法人番号7180005014541

29,525,643 一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 平成27年4月10日 公財 国認定 平成２８年度で事業終了 有

経済産業省

平成２７年度ふるさと名物応援
事業補助金（JAPANブランド育
成支援事業）に係る交付決定
（大田区産業振興協会）

公益財団法人大田区産業振興協会
法人番号8010805001861

13,676,600 一般会計 小企業海外展開等支援事業費補助 平成27年6月8日 公財 国認定

・公募期間や審査期間を十分に設け、外部有識者による採択審査委員会を開催し、
事業の継続性や妥当性等について審査を行うことにより、補助目的に合致する複数
の事業を採択している。
・公募期間中、公募説明会を開催するとともに、希望者には個別面談により公募内容
の説明を行うなど、丁寧な周知対応を行っている。

有

経済産業省

平成２７年度小規模事業者等人
材・支援人材育成事業補助金
（中小サービス業中核人材の育
成支援事業）

公益財団法人日本生産性本部
法人番号4011005003009

121,927,214 一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 平成27年6月26日 公財 国認定

・適正な公募期間を確保するとともに、規定の日数を経た後に開催する公募説明会等
を通じて、本事業の公募内容をわかりやすく事業者に説明する等、引き続き適切な執
行に努めていく。
・また、周知状況等を踏まえつつ、公募期間の延長についても検討を行う。

有

経済産業省

平成２７年度中小企業経営支援
等対策費補助金（戦略的基盤
技術高度化支援事業）（大型薄
肉ダイカスト部品の洩れ・鋳巣
欠陥を解決する、半凝固・低圧
力・高速射出充填ダイカスト法
の開発）

公益財団法人中部科学技術セン
ター
法人番号7180005014541

30,000,000 一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 平成27年4月10日 公財 国認定 平成２８年度で事業終了 有

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費
補助金（尾小屋鉱山：坑廃水処
理）

公益財団法人資源環境センター
法人番号6010005018642

28,200,000 一般会計 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 平成27年8月3日 公財 国認定
本事業は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第13条第1項に基づき、指定鉱害防止機
関が行うこととなっており、該当法人は公益財団法人資源環境センターしかいないた
め。

有

経済産業省
休廃止鉱山鉱害防止等工事費
補助金（紀州鉱山：坑廃水処
理）

公益財団法人資源環境センター
法人番号6010005018642

20,150,000 一般会計 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 平成27年7月28日 公財 国認定
本事業は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第13条第1項に基づき、指定鉱害防止機
関が行うこととなっており、該当法人は公益財団法人資源環境センターしかいないた
め。

有

経済産業省
平成２７年度休廃止鉱山鉱害防
止等工事費補助金【吉野鉱山
（坑廃水処理）】

公益財団法人資源環境センター
法人番号6010005018642

18,300,000 一般会計 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 平成27年9月8日 公財 国認定
本事業は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第13条第1項に基づき、指定鉱害防止機
関が行うこととなっており、該当法人は公益財団法人資源環境センターしかいないた
め。

有

経済産業省
平成２７年度休廃止鉱山鉱害防
止等工事費補助金【鉛山鉱山
（坑廃水処理）】

公益財団法人資源環境センター
法人番号6010005018642

12,352,000 一般会計 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 平成27年8月28日 公財 国認定
本事業は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第13条第1項に基づき、指定鉱害防止機
関が行うこととなっており、該当法人は公益財団法人資源環境センターしかいないた
め。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

経済産業省
平成２７年度休廃止鉱山鉱害防
止等工事費補助金【土畑鉱山
（坑廃水処理）】

公益財団法人資源環境センター
法人番号6010005018642

16,736,000 一般会計 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 平成27年9月8日 公財 国認定
本事業は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第13条第1項に基づき、指定鉱害防止機
関が行うこととなっており、該当法人は公益財団法人資源環境センターしかいないた
め。

有

経済産業省
平成２７年度休廃止鉱山鉱害防
止等工事費補助金【上北鉱山
（坑廃水処理）】

公益財団法人資源環境センター
法人番号6010005018642

49,569,000 一般会計 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 平成27年9月8日 公財 国認定
本事業は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第13条第1項に基づき、指定鉱害防止機
関が行うこととなっており、該当法人は公益財団法人資源環境センターしかいないた
め。

有

経済産業省

平成２７年度中小企業経営支援
等対策費補助金（戦略的基盤
技術高度化支援事業）（複雑形
状難めっき材料への六価クロム
フリーメタライジング法の開発）

公益財団法人名古屋産業科学研究
所
法人番号8180005014598

25,846,686 一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 平成27年9月30日 公財 国認定
翌年度以降の契約（事業期間は 大３年）は、外部審査委員による中間評価を実施
し、事業継続の必要性、事業費の妥当性等の審査を踏まえて行っている。

有

経済産業省

平成２７年度戦略的基盤技術高
度化支援事業（準共鳴型電子
サイクロトロン共鳴技術に基づく
小型・高密度プラズマ源の開発
と、これをコア技術とする３ＤＩＣ
作製を目的とした高速ミニマル
エッチング装置の開発）

公益財団法人九州先端科学技術研
究所
法人番号7290005000844

44,992,260 一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 平成27年9月28日 公財 国認定

本事業の開始にあたっては、公募を実施し、外部有識者による採択審査委員会にお
いて評価を実施した上で複数の事業を採択している。
また、翌年度以降の契約（事業期間は 大３年）は、外部審査委員による中間評価を
実施し、事業継続の必要性、事業費の妥当性（見積根拠等）の精査を充分に行ってい
る。

有

経済産業省
廃炉・汚染水対策事業費補助
金

公益財団法人原子力安全研究協会
法人番号1010405009411

14,580,000,000 一般会計 産業技術実用化開発事業費補助金 平成28年2月18日 公財 国認定
公募期間や提案内容の審査期間を十分に設け、外部委員による審査や評価を実施
し、公平性・公正性を確保した。

有

経済産業省

平成２７年度中小企業経営支援
等対策費補助金（戦略的基盤
技術高度化支援事業）（コンポ
ジット成形を高度化させた新た
な工法開発の確立と、多層構造
プラスチックの素材開発及び用
途開発）

公益財団法人名古屋産業科学研究
所
法人番号8180005014598

44,969,759 一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 平成27年9月30日 公財 国認定
翌年度以降の契約（事業期間は 大３年）は、外部審査委員による中間評価を実施
し、事業継続の必要性、事業費の妥当性等の審査を踏まえて行っている。

有

経済産業省
平成２７年度下請事業者支援対
策費補助金

公益財団法人全国中小企業取引振
興協会
法人番号9010005002825

49,337,000 一般会計 下請事業者支援対策費補助金 平成27年4月9日 公財 国認定
公募期間や提案内容の審査期間を十分に設け、審査や評価に関して公平性・公正性
を確保した。また、更なる公平性の確保という観点から、事前の説明会を開催するな
ど、応募可能な団体等に対し、広く応募を呼びかけた。

有

国土交通省 住宅市場整備推進等事業
公益財団法人　住宅リフォーム・紛
争処理支援センター
法人番号7010005018856

94,287,000
（減額交付決定後の
額。初回交付決定額

は115,386,000）

一般会計
住宅市場整備推進費

住宅市場整備推進等事業費補助
金

平成27年12月9日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年4月9日）

公財 国認定

住宅市場整備推進等事業のうち、住宅ストック活用・リフォーム推進事業については、
専門的知見を必要とする住宅リフォームトラブルに関して、建築と法律の専門家が中
立的な立場から相談を行うとともに、これによる知見を集約・蓄積するための全国体
制により専門家相談を実施する取組に対して補助するものであり、消費者が安心して
リフォームを行える環境整備を図るといった政策目的のために必要な支出であるが、
今後においても、真に必要な補助対象事業の重点化等により、政策目的に合致した
見直しに取り組んで行く。

有

国土交通省 住宅市場整備推進等事業
公益財団法人　住宅リフォーム・紛
争処理支援センター
法人番号7010005018856

19,996,000 一般会計
住宅市場整備推進費

住宅市場整備推進等事業費補助
金

平成27年4月13日 公財 国認定

住宅市場整備推進等事業のうち、マンション管理適正化・再生推進事業については、
老朽化マンションの建替え等を推進するための相談体制を整備するものである。
マンションの建替え等は、合意形成に際して建築と法手続に関する専門的知識が不
可欠であるため、建替え等の検討を行う管理組合からの相談に対し専門家の中立的
な立場から助言を行う体制を構築することは、マンションの再生推進を図る上で必要
な支出であるが、今後においても、真に必要な補助対象事業の重点化等により、政策
目的に合致した見直しに取り組んで行く。

有

国土交通省 鉄道技術開発費補助
公益財団法人　鉄道総合技術研究
所
法人番号 3012405002559

223,895,000 一般会計
技術研究開発推進費

鉄道技術開発費補助金
平成27年4月13日 公財 国認定

鉄道技術開発費補助金については、超電導磁気浮上式鉄道の開発等、新技術の鉄
道への応用に係る技術開発等に対して補助するものであり、鉄道の技術水準の向上
を図るといった政策目的のために必要な支出であるが、真に必要な事業へ重点化を
図る等により２２４百万円（平成２７年度）を１８８百万円（平成２８年度）に縮減してい
る。

有

国土交通省
自動車事故相談及び示談あっ
旋事業

公益財団法人　日弁連交通事故相
談センター
法人番号 9010005018697

570,000,000
自動車安全特別
会計（自動車事
故対策勘定）

自動車事故対策費
自動車事故対策費補助金

平成27年4月10日 公財 国認定

　自動車事故相談及び示談あっ旋事業は、弁護士が自動車事故の損害賠償に関す
る相談・示談あっ旋を無償で行う事業に対して補助するものであり、自動車事故の被
害者の保護を図るという政策目的の達成のために必要な支出であるが、今後におい
ても、真に必要な補助対象事業の重点化等により、政策目的に合致した見直しに取り
組んでいく。

有
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継続支出
の有無

国認定、都
道府県認
定の区分

支出元府省

点検結果
（見直す場合はその内容）

補助金交付先名及び法人番号 交付決定額事業名 支出元（目）名称

補助金交付決定等
に係る支出負担行

為ないし意思決定の
日

支出元会計区分
公益法人
の区分

国土交通省 交通遺児育成給付金支給事業
公益財団法人　交通遺児等育成基
金
法人番号 2010005006337

19,599,927
（減額交付決定後の
額。初回交付決定額

は、22,818,000)

自動車安全特別
会計（自動車事
故対策勘定）

自動車事故対策費
自動車事故対策費補助金

平成28年4月8日
（減額交付決定日。

初回交付決定日
は、平成27年4月10

日）

公財 国認定

　交通遺児育成基金事業は、交通遺児の育成のための資金を長期にわたり安定的に
給付する基金事業に対して補助するものであり、交通遺児の生活基盤を確立し、その
健全な育成を図るという政策目的の達成のために必要な支出であるが、平成27年度
から国の支出の透明性をより高めるため、これまでは、交通遺児の加入時に、将来の
給付に必要な金額を一括して（公財）交通遺児等育成基金に対し基金造成補助を
行っていたものを廃し、当該年度に支払いが必要な育成給付金等の一部を当該年度
に補助する方式に変更しており、予算額を64,441千円（平成26年度）から22,818千円
（平成27年度）まで縮減された。
　今後においても、真に必要な補助対象事業の重点化等により、政策目的に合致した
見直しに取り組んでいく。

有

国土交通省 船員雇用促進対策事業
公益財団法人　日本船員雇用促進
センター
法人番号 9010005004144

31,426,000 一般会計
海事産業市場整備等推進費

船員雇用促進対策事業費補助金
平成27年6月9日 公財 国認定

　船員雇用促進対策事業は、船員の雇用を促進する事業に対して補助するものであ
り、船員の職業及び生活の安定に資するとともに、海上企業が必要とする労働力を円
滑に提供することにより、国民生活及び経済を支える海上輸送の安定的な確保を図
るという政策目的の達成のために必要な支出であるが、これまでに補助対象事業の
重点化等により、予算額99百万円（平成20年度）を31百万円（平成27年度）まで縮減
している。
　今後も、真に必要な補助対象事業の重点化等により、政策目的に合致した見直しに
必要に応じて取り組んでいく。

有

国土交通省
平成２７年度アイヌ伝統等普及
啓発等事業

公益財団法人　アイヌ文化振興・研
究推進機構
法人番号1430005001164

110,960,000 一般会計
北海道総合開発推進費

アイヌ伝統等普及啓発等事業費補
助金

平成27年4月9日 公財 国認定

アイヌ伝統等普及啓発等事業は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する
知識の普及及び啓発に関する法律に基づき指定された法人に対し、当該法律に基づ
くアイヌ伝統等に関する広報活動その他の普及啓発及びアイヌ文化の振興等に資す
る調査研究を行う者に対する助言、助成等を実施するために補助されるものである。
よって、アイヌの伝統文化に関する国民に対する知識の普及・啓発といった政策目的
の達成のために必要な支出であるが、今後においても、真に必要な補助対象事業の
重点化等により、政策目的に合致した見直しに取り組む。

有

環境省
産業廃棄物適正処理推進費補
助金

公益財団法人産業廃棄物処理事業
振興財団
法人番号2010005018786

60,000,000
（減額交付金決定後
の額。初回交付決定
額は、170,000,000）

一般会計
産業廃棄物適正処理推進費補助

金

平成28年2月22日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年8月31日）

公財 国認定

　廃棄物処理法第13条の12に基づき、環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正
な処理の確保のために産業廃棄物適正処理推進センターを指定できることとされて
おり、（公財）産業廃棄物処理事業振興財団が指定されているところである。さらに、
同法第13条の15において、同センターが行う業務に関して基金を設けることとされて
おり、本補助金は当該基金に拠出を行っているものである。
　当該基金は、都道府県等において不法投棄等に起因する支障を除去する際の財政
支援を行うものであり、今後も継続的に支援していく必要があることから、引き続き、
廃棄物処理法に基づき指定されている当該法人に対し補助金を拠出するものであ
る。

有

環境省
先導的「低炭素・循環・自然共
生」地域創出事業（グリーン・プ
ラン・パートナーシップ事業）

公益財団法人日本環境協会
法人番号5010005013660

4,497,388,000
（減額交付金決定後
の額。初回交付決定
額は、4,890,000,000)

エネルギー対策
特別会計

二酸化炭素排出抑制対策事業費
等補助金

平成28年2月5日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年4月9日）

公財 国認定

本事業では、事業の適正かつ確実な執行のため、補助事業者の一般公募を実施し
た。当該法人は、業務の目的に も合致した応募書類等を提出し、補助事業者として

もふさわしいと採択されたもの。
また、応募書類等の審査にあたっては、評価委員会が設置されている。各委員は審
査基準及び採点表に基づき、補助事業者の事業遂行能力等について、公平・公正か
つ的確認に審査を行い、委員会において採点結果を審議した上で、当該法人を選出
したところ。
なお、本事業は、温暖化対策事業全体の拡充強化に伴う事業の整理・統合のため、
平成28年度限りの経費として、同年度においては、平成26年度及び平成27年度に実
施した再エネ・省エネ設備導入に係る事業化計画の策定・FS調査支援案件の設備導
入等の継続分のみを支援している。

無

環境省
環境配慮型融資促進利子補給
事業

公益財団法人日本環境協会
法人番号5010005013660

712,294,679
（減額交付金決定後
の額。初回交付決定
額は、830,000,000）

エネルギー対策
特別会計

二酸化炭素排出抑制対策事業費
等補助金

平成28年3月17日
（減額交付決定日。
初回交付決定日は
平成27年4月9日）

公財 国認定

 :本事業では、事業の適正な実施のため、補助事業者の一般公募を行った。当該法
人は、業務の目的に も合致した応募書類を提出したことから、補助事業者として採
択されたもの。
　応募書類等の審査にあたっては、評価委員会が設置されている。各委員は、審査基
準及び採点表に基づき、応募事業者の事業遂行能力等に基ついて公平・公正かつ的
確に採点を行い、委員会において採点結果を審議した上で、当該法人を選出した。

有

原子力規制庁
平成２７年度保障措置業務交付
金

公益財団法人核物質管理センター
法人番号7010505002095

2,433,773,000 一般会計 保障措置業務交付金 平成27年4月1日 公財 国認定
当該機関は保障措置検査等実施機関として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法第61条の23の2に基づく指定を受けている唯一の機関であり、業務
の性質上、現時点において見直しを行うことは困難である。

有

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
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